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１．基本方針

1.1　背景・目的

●東日本大震災による甚大な津波被害が発生

●新しい津波対策の考え方（H23.6 内閣府）

●徳島県津波浸水想定の公表（H24.10 徳島県）

●徳島県 設計津波の水位の設定（H25.3 徳島県）

●津波に対する水門・陸閘等の操作指針の策定
　（H25.3 徳島県）

●防災・減災の推進に向けた水防法の改正
　（H25.6 国土交通省） 

●津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定
　（H26.3 徳島県）

●徳島小松島港の機能継続のための対応指針・活動指針
　の策定（H26.3 国土交通省、徳島県）

●南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等の公表
　（H24.8 内閣府）

港湾活動は、多様な主体のネットワークが機能することにより正常に活動が行われる

ものであり、地震・津波等の大規模災害時における港湾の機能復旧のためには、岸壁等

の港湾施設の応急復旧の他、関係する各種機関・組織間の連携体制の構築が必要である。

このため、徳島県の港湾では、港湾施設や堤防等の地震・津波対策を進めるとともに、

発災後における「経済活動の継続」や「地域社会の早期復興」に資するため、最低限の

物流機能を維持させるための計画策定を推進している。

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、地震とそれに伴う津波により、港

湾施設の物的被害のほか、各関係機関の被災により長期に渡り港湾機能を低下させ、我

が国におけるサプライチェーンが停滞するなど、社会的・経済的に大きな影響をもたら

した。

さらに徳島県においては、南海トラフを震源とするマグニチュード８～９クラスの地

震発生確率が「今後３０年以内に７０％程度」とされるなど、大規模災害発生の切迫度

は徐々に高まっている。

■コラム
東日本大震災以降の国・県の取り組み

岩手県宮古市提供

背景

目的
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1.2　被害想定

図-1.2.1　津波浸水想定（橘港）

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による甚大な津波浸水被害を受け、内

閣府中央防災会議が、「基本的に二つのレベルの津波を想定する必要がある」とした新

しい津波対策の考え方を示した。

「港湾の機能継続計画（以下、「港湾ＢＣＰ」という）」においては、災害時にも最

低限の物流機能を維持させることを目的としていることから、「住民避難を軸」とした

最大クラスの津波（Ｌ２津波）ではなく、「地域経済の確保」の観点から比較的発生頻

度の高い津波（Ｌ１津波）を想定する。

比較的発生頻度の高い津波(Ｌ１津波) Ｍｗ8.6 東南海・南海地震同時発生モデル

・橘港周辺の震度：６弱～６強

・津波浸水想定 ：図-1.2.1参照

・その他

「広域沈降」・・・徳島県内で最大の地盤沈降が想定され、長期浸水の危険度が最も高い

「液状化等」・・・荷さばき地、野積み場、道路等で陥没・段差の恐れがある

「津波火災」・・・企業等の油槽施設があり、津波火災の恐れがある

「人命救助・遺体捜索」・・・人命救助・遺体捜索のための対応に時間を要する

徳島県津波浸水予測調査

東南海・南海地震同時発生モデル（ Ｍｗ８．６ ） 平成16年3月公表

想定する地震・津波

○津波レベル

発生頻度は極めて低い。

発生すれば甚大な被害をもたらす。

○対策の基本的な考え方 （減災）

住民等の生命を守ることを最優先とし､住民避難を軸とした

ソフト・ハードのとりうる手段を尽くした総合的な対策｡

最大クラスの津波 （ レベル２津波 ） 平成24年10月31日公表

○津波レベル

数十年から百数十年の頻度で発生する。

最大クラスの津波に比べて、 津波高は低いものの大きな被害をもたらす。

○対策の基本的な考え方 （防災）

人命・財産の保護、地域経済の確保の観点から、 海岸施設等を整備。

比較的発生頻度の高い津波 （ レベル１津波 ） 平成25年3月29日公表
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1.3　方針

図-1.3.1　港湾ＢＣＰの概念

橘港の港湾ＢＣＰは、南海トラフを震源とする地震とそれに伴う津波が発生した場合

に、二次災害の発生を抑制しつつ救援物資の海上輸送を確保するとともに、当該港湾が

「県南地域の物流の拠点」、「徳島県における火力発電事業の拠点」であることを踏ま

え、物資輸送、発電用燃料受入の機能低下抑制及び早期機能回復を最優先に対応するこ

とを基本方針とする。

港湾ＢＣＰの概念は図-1.3.1に示すとおりであり、橘港においては将来的に図-1.3.2

に示す連携協働体制構築を目指す。

港湾ＢＣＰ（橘港）で示す活動は、地域防災計画や徳島県広域防災活動計画を基に、

橘港の各関係者の立場にたって、関係者が実施すべき内容を現時点の案として具体化し

たものであり、ＰＤＣＡサイクルによる今後の改善により実行性を高めるものとする。

貨
物
（
旅
客
）
取
扱
能
力

時間軸

100％

港湾ＢＣＰの概念図
災害発生

○港湾ＢＣＰ

地震・津波等の大規模災害などが発生しても、港湾物流機能の低下を最小限に抑えるよう、

「災害時の対応」や「平時の取り組み」について、港湾関係者が合意し策定する計画である。
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図-1.3.2　将来的に目指す連携協働体制構築のイメージ

港湾管理者

ＢＣＰ

企業(荷主)

ＢＣＰ

四国運輸局

ＢＣＰ

関係市町村

ＢＣＰ

電力通信業

ＢＣＰ

ＣＩＱ

ＢＣＰ

船会社

ＢＣＰ

港湾関係

会社ＢＣＰ

海上保安部

ＢＣＰ

港湾ＢＣＰ（橘港）
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２．実施体制

表-2.1　協議会の構成

図-2.1　発災時情報伝達手段のイメージ

・企業

・協会

・組合

等

企業等

デジタル簡易無線、

SNS等
（あらゆる手段）

行政関係

・国交省

・県

・市役所

等

防災行政無線等

（既存手段）

行政関係

・国交省

・県

・市役所

等

電話等

（通常手段）

・企業

・協会

・組合

等

企業等

電話等

（通常手段）

調整

電話等の復旧

電話等が

つながりにくい

発災

港湾ＢＣＰ

事務局

事務局が周知

各機関同士で連絡

港湾ＢＣＰ

事務局

無線

SNS等

事務局が連絡調整

本港湾ＢＣＰによる大規模災害時の対応に関する「事前対策」や「訓練」、さらには

ＰＤＣＡの手法による港湾ＢＣＰ改訂の必要性を検討する組織として、関係者による

「大規模災害時における橘港の機能継続協議会」（以下、「協議会」という）を設置し、

継続的に運営していくこととする。協議会の構成を表-2.1に示す。

また、協議会会員は、図-2.1に示す方法により、大規模災害時における各種情報を伝

達・共有し対処するものとする。

（会 　　員）

行政関係者

利用者（企業等）

（アドバイザー）

（地域防災学）

（事業継続）

（商工・経済）

学識経験者

5



３．分析・検討

４．対応計画

4.1　基本対応パターン

南海トラフを震源とする地震及びそれに伴う津波が発生した場合において、その影響

が及ぶ対象者の範囲、岸壁の収益性の低下、代替輸送によるコストの増加、利用者が負

う損失、港湾利用者の事業停止や流出の懸念、背後地域への社会的信頼性低下などの視

点から検討を行うとともに、当該港湾が「県南地域の物流の拠点」、「徳島県における

火力発電事業の拠点」であることを踏まえ、物資輸送機能、発電用燃料受入機能を重要

機能とする。物資については鉱石・石材等が、発電用燃料としては石油・石炭が主要な

対象物である。

また、離島の伊島があり、人・物資の輸送については、橘港が重要な役割を担ってい

る。

大規模災害発生時における橘港の機能継続のための対応は、二次災害を防止するため、

津波警報解除後から開始するものとする。

各種活動は、図-4.1.1に示す「各種活動の基本対応パターン」に則るとともに、橘港

の重要機能・優先啓開水域等の位置及び各種活動の完了目標を図-4.1.2に示すとおり設

定し行う。

施設の復旧は、本復旧に先立つ応急復旧までを対象とし、救援物資輸送活動、企業物

流継続活動等の目標時間に合わせ、橘港の各施設において被災施設の応急復旧を実現す

ることを目標として設定する。

なお、応急復旧・企業物流再開の時期及び水域啓開の優先順位等は、被害・復旧状況

に応じて臨機に対応するものとする。
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図-4.1.2　橘港の重要機能等位置及び活動の目標設定

【大潟地区】

○港湾施設点検終了 : 8時間以内

○耐震強化岸壁周辺の港湾施設の応急復旧終了 ：60時間以内

○耐震強化岸壁への救援物資輸送船の受け入れ、

救援物資の荷役の開始 ：60時間以内

○耐震強化岸壁から輸送拠点を経由し、

阿南市の避難所に救援物資を届ける ：84時間以内

(ピーク時救援物資取扱量：699.76トン/日)

○耐震強化岸壁における貨物等の取り扱い

の一部再開 ：１週間以内

大潟地区

[耐震強化岸壁]
(-5.5m岸壁)

石
炭
火
力

発
電
所

揚炭桟橋
(-14.0m)

石油火力

発電所

外貿桟橋
(-11.0m)

優先啓開

水域(1)

優先啓開

水域(6)

桟橋(-6.5m, -7.5m)

揚収物

仮収容

水域(1)

優先啓開

水域(5)

【答島地区・西浜地区】

○港湾施設点検終了 ：60時間以内

○答島地区(-4.5m岸壁)、西浜地区(-5.5m岸壁)

周辺の港湾施設の応急復旧終了 ：１ヶ月以内

○答島地区(-4.5m岸壁)、西浜地区(-5.5m岸壁)

における石材等の取り扱いを一部再開 ：１ヶ月以内

【水域啓開】：最優先で啓開する水域(1)

○耐震強化岸壁(大潟地区)に至る水域の

緊急啓開・障害物除去等の終了 ：60時間以内

○耐震強化岸壁(大潟地区)に至る水域の

大型の障害物の除去等終了 ：１週間以内

【水域啓開】：優先的に啓開する水域(5),(6)

○西浜地区(-5.5m岸壁)、答島地区(-4.5m岸壁)

に至る水域の大型の障害物除去等の終了 ：１ヶ月以内

※時間目標は、津波警報解除後の時間を示す。

答島地区

(-4.5m岸壁)

※注 応急復旧・企業物流再開の時期及び水域啓開の優先順位等は、被害・復旧状況に

応じて臨機に対応する。

優先啓開

水域(2)

【水域啓開】：優先的に啓開する水域(2),(3),(4)

○石炭火力発電所の揚炭桟橋(-14.0m)、

石炭火力発電所の岸壁(-5.5m,-7.5m)、

石油火力発電所の桟橋(-6.5m)

に至る水域の大型の障害物除去等の終了 ：２週間以内

優先啓開

水域(3)
揚収物

仮収容

水域(2) 優先啓開

水域(4)

西浜地区

(-5.5m岸壁)

揚収物

仮収容

水域(3)
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4.2　重要機能継続のための活動

橘港における重要機能は「発電用燃料受入機能」及び「物資輸送機能」である。

大規模災害発生時における重要機能継続のための各種活動の概要を以下に示す。

（１）災害時の体制設置

１－１ ・各会員は、避難・安全確保を行った後、各機関・組織の定めに従い職員等の

安否確認を行い、情報の集計・整理を行う。

１－２ ・各会員は、通信等設備の確保に努め、各機関・組織の定めに従い、災害対策

組織（本部・支部）を設置する。

・職員等の安否や被害状況、災害対策組織の設置状況等について、使用可能な

あらゆる通信手段（電話、ＦＡＸ、電子メール、デジタル簡易無線、ＳＮＳ

等）により情報発信する。

・協議会事務局は、各会員からの情報を集約し、全会員に対して情報発信する。

（２）応急方策決定

２－１ ・各会員は、港湾周辺部等の被害状況を把握し、情報発信する。

・協議会事務局は、各会員からの情報を集約し、全会員に対して情報発信する。

２－２ ・各会員は、管理する施設・設備等の点検と点検情報集約を行い情報発信する。

・協議会事務局は、各会員からの情報を集約し、全会員に対して情報発信する。

２－３ ・四国地方整備局、徳島県は、土木事業者、海上運送事業者、代理店事業者、

水先人会、タグボート事業者、荷主企業、陸上運送事業者に対して、啓開・

応急復旧に供することができる要員・資機材の状況確認を要請する。

２－４ ・四国地方整備局、徳島県、（民間専用岸壁等所有企業）は、要員・資機材の

状況を踏まえ、土木事業者と協議し、応急復旧方策を検討・決定する。

・協議会事務局は、応急復旧方策について、全会員に対して情報発信する。

9



（３）応急復旧実施

３－１ ・四国地方整備局、徳島県、（民間専用岸壁等所有企業）は、土木事業者に対

して陸域の啓開・応急復旧作業の実施を要請する。

・土木事業者は、応急復旧作業に必要な要員・資機材を調達・運搬する。

３－２ ・土木事業者は、陸域の応急復旧作業を実

施する。

・四国地方整備局、徳島県、（民間専用岸

壁等所有企業）は、陸域の応急復旧作業

の完了を確認し、情報発信する。

・協議会事務局は、応急復旧作業の情報を

集約し、全会員に対して情報発信する。

３－３ ・四国地方整備局、徳島県は、土木事業者

に対して、水域の啓開・応急復旧作業の

実施を要請する。

（・航路啓開については、徳島県が四国地方

整備局の「南海トラフ地震に対応した四

国の広域的な海上輸送継続計画」と調整

を図る。）

３－４ ・土木事業者は、水域の応急復旧作業を実

施する。

３－５ ・四国地方整備局、徳島海上保安部、徳島

県は、水域の応急復旧作業の状況を確認

する。

・協議会事務局は、水域の応急復旧作業の

情報を全会員に対して情報発信する。

一般社団法人日本埋立浚渫協会 提供

一般社団法人日本埋立浚渫協会 提供

国土交通省 提供

一般社団法人全国建設業協会 提供

【陸域の啓開・応急復旧作業状況】

【水域の啓開・応急復旧作業状況】
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（４）救援物資輸送 [公共岸壁（耐震強化岸壁）]

４－１ ・徳島県の災害対策本部は、県内各所からの救援物資要請情報を集約する。

・徳島県は、「災害時における船舶による輸送等に関する協定」に基づき、海

上運送事業者に物資の海上輸送を要請する。

・海上運送事業者は、耐震強化岸壁使用許可を得るとともに、必要に応じて港

内の水先案内、タグボートによる支援を要請する。

（必要に応じて代理店事業者に上記の諸手続を要請する。）

・海上運送事業者は、救援物資の海上輸送計画を作成し、徳島運輸支局、徳島

県災害対策本部及び徳島海上保安部に提出する。

・伊島への人・物資の海上輸送については、関係機関・団体等と協議の上、臨

機の措置を講ずる。

４－２ ・四国地方整備局、徳島県、水域啓開実施

者は、船舶の着岸位置標識を設置する。

・徳島県は、港湾荷役事業者に、船舶の着

岸支援・荷役・仕分け作業を要請する。

・徳島県の災害対策本部は、陸上運送事業

者に物資の陸上輸送を要請する。

４－３ ・港湾荷役事業者は、船舶の着岸支援、物

資の荷役・仕分け作業を実施する。

４－４ ・耐震強化岸壁隣接の埠頭用地に仮置きさ

れた物資を、陸上運送事業者の運搬車両

に積込み、一次集積場まで運搬する。

【救援物資の荷下し状況】

国土交通省 提供

国土交通省 提供
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（５）企業物流継続

●【物資輸送対応】 [公共岸壁、民間専用岸壁等]

５－１ ・各企業は、船舶の着岸支援体制を構築する。

５－２ ・各企業は、物資の荷役体制を構築する。

５－３ ・ＣＩＱ業務実施者は、実施体制を構築する。

５－４ ・各企業は、物資輸送船の岸壁（公共岸壁）利用に必要な諸手続を行う。

５－５ ・各企業は、企業物流を実施する。

●【発電用燃料受入対応】[民間専用岸壁等]

５－１ ・発電事業者は、船舶の着岸支援体制を構築する。

５－２ ・発電事業者は、物資の荷役体制を構築する。

５－３ ・ＣＩＱ業務実施者は、実施体制を構築する。

(５－４ ・民間専用岸壁のため岸壁利用に関する諸手続は不要)

５－５ ・発電事業者は、燃料運搬船の入港・着岸・燃料受入を行う。
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●物資輸送対応

表-4.2.1　橘港の物資輸送の基本的な手順と役割分担

表-4.2.1を基本として、物資輸送対応（救援物資輸送、企業物流継続）を実施する。

凡例

：耐震強化岸壁

：耐震強化岸壁以外

※注１ 応急復旧・企業物流再開の時期及び水域啓開の優先順位等は、被害・復旧状況に応じて臨機に対応する。

※注２ 津波注意報発令中は、避難指示等の発表状況を考慮し、安全を確保できるエリア内において可能な範囲で作業を実施する。
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●発電用燃料受入対応

表-4.2.2　橘港の発電用燃料受入の基本的な手順と役割分担

表-4.2.2を基本として、発電用燃料受入対応を実施する。

※注１ 応急復旧・企業物流再開の時期及び水域啓開の優先順位等は、被害・復旧状況に応じて臨機に対応する。

※注２ 津波注意報発令中は、避難指示等の発表状況を考慮し、安全を確保できるエリア内において可能な範囲で作業を実施する。
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　作業船団の移動所要時間

　航路啓開の作業日数

＜参考 瀬戸内海側から太平洋側への作業船団の移動に要する所要時間＞

       図　瀬戸内海側から太平洋側への作業船団の移動に要する所要時間の試算結果

(作業船団＝６船団）

（作業船団＝９船団）

【高松港】

57海里

104海里

【高知港】

【徳島小松島港】

49海里

橘湾停泊

長浜港停泊

50海里 【今治港】

63海里
【宇和島港】

【宿毛湾港（片島）】

鳴門
海峡

87海里

104海里

明石
海峡

徳島小松島港
(100海里)

橘港
103海里

瀬戸内海の作業船が
太平洋側港湾へ移動

【橘港】

【長浜港】

作業船団の回航の試算条件

【東回り】 経由
回航
距離
（海里）

回航時間(時間)

曳航 自航

高松港→
徳島小松島港

鳴門 49 10 5

明石 100 20 10

高松港→
橘港

鳴門 57 11 6

明石 103 21 10

高松港→橘港
→高知港

鳴門 161 32 16

明石 207 41 21

【西回り】

今治港→
長浜港

豊後 50 10 5

今治港→長浜港
→宇和島港

豊後 113 23 11

今治港→長浜港
→宿毛湾港

豊後 137 27 14

・回航距離＝距離表（S59.2、海上保安庁）

・回航速度＝５ノット／時（曳航）、１０ノット／時(自航)（港湾土木請負工事積算基準の回航用引船の曳航時及び自航船の速力）

・運転時間＝12時間／日（日出から日没までの時間）を標準とし、移動日数を確認した。

表 作業船回航時間（曳航式、自航式）

・明石海峡、鳴門海峡、豊予海峡では津波
による海上流出物の影響により航行障害
をもたらし、回航時間が長引く可能性がある。

作業船団の回航の試算条件
・回航距離＝距離表（S59.2、海上保安庁）
・回航速度＝５ノット/時（曳航）、１０ノット/時(自航)（港湾土木請負工事積算基準の回航用引船の曳航時及び自航船の速力）
・運転時間＝12時間/日（日出から日没までの時間）を標準とし、移動日数を確認した。

■コラム

但し、明石海峡、鳴門海峡では、津波による海上流出物の影響により航行障害

をもたらし、回航時間が長引く可能性がある。

出典：「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」 平成26年3月策定
（四国の港湾における地震・津波対策検討会）
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５．事前対策

表-5.1　橘港の事前対策

通信手段の確保
・電話、FAX、電子メール、デジタル簡易無線、SNS等、
　あらゆる通信手段を活用した会員間の情報連絡体制
　構築の検討・実施

発災時の代替拠点の検討 ・事業所等が被災した場合の代替拠点の検討

協議会会員の機関・組織
のＢＣＰへの反映

・協議会会員におけるＢＣＰの策定・改訂

情報交換 ・防災対策に関する最新の情報交換

水先案内の体制確保
・救援物資輸送船等の水先案内が必要な場合の対処方法
　に関する協議・調整

着岸支援、荷役、仕分け
等実施体制の確保

・耐震強化岸壁における救援物資輸送船の着岸支援・
　荷役・仕分け等を実施する機関・組織との協議・調整

陸上輸送との連携の確保
・救援物資の陸上輸送への円滑な受け渡しに関する
　協議・調整

災害後の民間専用岸壁の
会員企業間利用に関する
検討

・災害発生後の民間専用岸壁の会員企業間の利用協定
　締結に向けた取り組み・協議

電気設備の復旧手法の
検討

・仮設電源の導入等、早期に電気設備を復旧するための
　手法検討

主要港湾間の連携に
関する検討

・主要港湾間で港湾機能を代替する仕組みやその実現の
　ための方策の検討、協議・調整

訓練の実施

企
業
物
流
継
続
に

関
す
る
こ
と

訓
練

区分 項　目 対　策

情
報
共
有
に
関
す
る
こ
と

救
援
物
資
輸
送
に

関
す
る
こ
と

協議会は、対応を迅速かつ的確に行うために、表-5.1に示す各項目を事前対策として

実施する。
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６．訓練

７．改善

表-6.1　橘港で実施する訓練

表-7.1　港湾ＢＣＰ（橘港）協議会・検討会の開催頻度

連絡体制の更新 異動、会員の変更等があった場合

検討会の開催
・協議会により必要と認められた場合
・被害想定の見直しが必要な場合
（新たな知見等が認められた場合）

項　目 頻度あるいは実施時期 備　考

協議会の開催 年１回程度
・訓練結果の検証
・他の港湾BCPとの整合性の
　検証

情報伝達訓練

応急復旧に関する訓練

救援物資輸送に関する訓練

耐震強化岸壁の利用・調整等に関する訓練

年１回程度

注）訓練の種類は、その
都度協議会で決定する。

訓練項目 頻　度

下記事項を目的として、表-6.1に示す訓練を定期的に実施する。

①当該港湾の利用実態や課題等について熟知すること

②知識として既に知っていることを実際に体験することにより身体感覚で覚えること

③手順化できない事項に対して適切な判断と意思決定を下せる能力を鍛えること

④港湾ＢＣＰを検証し改善すること

港湾ＢＣＰ（橘港）については、協議会で図-7.1に示すＰＤＣＡの手法により継続的

に検討を行い、改善が必要と認められた場合には、有識者や関係者による検討会で意見

を伺い、改訂する。協議会・検討会の開催頻度については、表-7.1に示す。
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図-7.1　ＰＤＣＡ（計画・実施・評価・改善）手法による改善イメージ

①災害時の体制設置
○参 集 ○情報連絡体制の確保

・ 「港湾ＢＣＰ（橘港）」の策定

④救援物資輸送活動
○耐震強化岸壁における救援物資輸

送船の受け入れ準備

○救援物資輸送船の着岸と荷役作業

等の実施

⑤企業物流継続活動
○荷役体制の構築

○貨物船の航行支援体制の構築

○港湾の運用が円滑に行われるような

体制の構築

応急復旧活動
②応急復旧方策の決定
○被災状況の確認（施設・荷役機械等）

○活用可能な施設、資機材を把握

○応急復旧作業目標を設定

③応急復旧の実施
○要員、資機材の調達

○水域・陸域の啓開

○施設の応急復旧

発災時における活動フロー

Ｐｌａｎ

発 災

Ａct
・港湾ＢＣＰ改訂の
必要性を検討 Ｃｈｅｃｋ

・訓練結果の検証
・他の港湾ＢＣＰとの
整合性の検証

Ｄｏ
・訓練の実施

・応援協定等の締結

訓練状況

橘港の機能回復イメージ

橘港の能力推移

（大潟地区）
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